
 
広
島
空
港
県
営
駐
車
場
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
六
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

広
島
県
条
例
第
一
号 

 
 

 

広
島
空
港
県
営
駐
車
場
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

広
島
空
港
県
営
駐
車
場
設
置
及
び
管
理
条
例
（
平
成
五
年
広
島
県
条
例
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

別
表
（
第
七
条
関
係
） 

種
別 

施
設 

区
分 

金
額 

普
通
料
金 

広
島
空
港

県
営
第
一

駐
車
場 

駐
車
時
間
が
三

〇
分
以
下
の
場

合 一
台
当
た
り 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

無
料 

 
 

駐
車
時
間
が
三

〇
分
を
超
え
、

二
時
間
以
下
の

場
合 

一
台
当
た
り 

駐
車
時
間
（
三
〇
分
を
超
え
る
部
分
に
限
る
。 

こ
の
欄
に
お
い
て
同
じ
。
）
三
〇
分
に
つ
き
一 

〇
〇
円
。
た
だ
し
、
駐
車
時
間
に
三
〇
分
に
満 

た
な
い
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
三
〇
分
と
し
て 

計
算
す
る
。 

 
 

駐
車
時
間
が
二

時
間
を
超
え
、

二
四
時
間
以
下

の
場
合 

一
台
当
た
り 

駐
車
時
間
（
二
時
間
を
超
え
る
部
分
に
限
る
。 

こ
の
欄
に
お
い
て
同
じ
。
）
一
時
間
に
つ
き
一 

五
〇
円
で
計
算
し
て
得
た
額
に
、
三
〇
〇
円
を 

加
算
し
た
額
（
八
〇
〇
円
を
超
え
る
と
き
は
、 

八
〇
〇
円
）
。
た
だ
し
、
駐
車
時
間
に
一
時
間 

に
満
た
な
い
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
一
時
間
と 

し
て
計
算
す
る
。 

 
 

駐
車
時
間
が
二

四
時
間
を
超
え
、

七
二
時
間
以
下

の
場
合 

一
台
当
た
り 

駐
車
時
間
（
二
四
時
間
を
超
え
る
部
分
に
限
る
。

こ
の
欄
に
お
い
て
同
じ
。
）
二
四
時
間
に
つ
き 

八
〇
〇
円
で
計
算
し
て
得
た
額
に
、
八
〇
〇
円 

を
加
算
し
た
額
。
た
だ
し
、
駐
車
時
間
に
二
四 

時
間
の
整
数
倍
に
満
た
な
い
端
数
が
あ
る
と
き 

は
、
そ
の
端
数
時
間
一
時
間
に
つ
き
一
五
〇
円 

で
計
算
し
て
得
た
額
（
八
〇
〇
円
を
超
え
る
と 

き
は
、
八
〇
〇
円
と
し
、
端
数
時
間
に
一
時
間 

に
満
た
な
い
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一 

時
間
と
し
て
計
算
す
る
。
）
を
加
算
し
た
額 

 
 

駐
車
時
間
が
七

二
時
間
を
超
え

る
場
合 

一
台
当
た
り 

駐
車
時
間
（
七
二
時
間
を
超
え
る
部
分
に
限
る
。

こ
の
欄
に
お
い
て
同
じ
。
）
二
四
時
間
に
つ
き 

七
〇
〇
円
で
計
算
し
て
得
た
額
に
、
二
、
四
〇 

〇
円
を
加
算
し
た
額
。
た
だ
し
、
駐
車
時
間
に 

二
四
時
間
の
整
数
倍
に
満
た
な
い
端
数
が
あ
る 

と
き
は
、
そ
の
端
数
時
間
一
時
間
に
つ
き
一
五 

〇
円
で
計
算
し
て
得
た
額
（
七
〇
〇
円
を
超
え 

る
と
き
は
、
七
〇
〇
円
と
し
、
端
数
時
間
に
一 

時
間
に
満
た
な
い
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ 



 
 

 

を
一
時
間
と
し
て
計
算
す
る
。
）
を
加
算
し
た 

額 

 

広
島
空
港

県
営
第
二

駐
車
場 

駐
車
時
間
が
三

〇
分
以
下
の
場

合 一
台
当
た
り 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

無
料 

 
 

駐
車
時
間
が
三

〇
分
を
超
え
、

一
時
間
以
下
の

場
合 

一
台
当
た
り 

一
〇
〇
円 

 
 

駐
車
時
間
が
一

時
間
を
超
え
、

二
四
時
間
以
下

の
場
合 

一
台
当
た
り 

駐
車
時
間
（
一
時
間
を
超
え
る
部
分
に
限
る
。 

こ
の
欄
に
お
い
て
同
じ
。
）
一
時
間
に
つ
き
一 

〇
〇
円
で
計
算
し
て
得
た
額
に
、
一
〇
〇
円
を 

加
算
し
た
額
（
八
〇
〇
円
を
超
え
る
と
き
は
、 

八
〇
〇
円
）
。
た
だ
し
、
駐
車
時
間
に
一
時
間 

に
満
た
な
い
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
一
時
間
と 

し
て
計
算
す
る
。 

 
 

駐
車
時
間
が
二

四
時
間
を
超
え
、

七
二
時
間
以
下

の
場
合 

一
台
当
た
り 

駐
車
時
間
（
二
四
時
間
を
超
え
る
部
分
に
限
る
。

こ
の
欄
に
お
い
て
同
じ
。
）
二
四
時
間
に
つ
き 

八
〇
〇
円
で
計
算
し
て
得
た
額
に
、
八
〇
〇
円 

を
加
算
し
た
額
。
た
だ
し
、
駐
車
時
間
に
二
四 

時
間
の
整
数
倍
に
満
た
な
い
端
数
が
あ
る
と
き 

は
、
そ
の
端
数
時
間
一
時
間
に
つ
き
一
〇
〇
円 

で
計
算
し
て
得
た
額
（
八
〇
〇
円
を
超
え
る
と 

き
は
、
八
〇
〇
円
と
し
、
端
数
時
間
に
一
時
間 

に
満
た
な
い
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一 

時
間
と
し
て
計
算
す
る
。
）
を
加
算
し
た
額 

 
 

駐
車
時
間
が
七

二
時
間
を
超
え

る
場
合 

一
台
当
た
り 

駐
車
時
間
（
七
二
時
間
を
超
え
る
部
分
に
限
る
。

こ
の
欄
に
お
い
て
同
じ
。
）
二
四
時
間
に
つ
き 

七
〇
〇
円
で
計
算
し
て
得
た
額
に
、
二
、
四
〇 

〇
円
を
加
算
し
た
額
。
た
だ
し
、
駐
車
時
間
に 

二
四
時
間
の
整
数
倍
に
満
た
な
い
端
数
が
あ
る 

と
き
は
、
そ
の
端
数
時
間
一
時
間
に
つ
き
一
〇 

〇
円
で
計
算
し
て
得
た
額
（
七
〇
〇
円
を
超
え 

る
と
き
は
、
七
〇
〇
円
と
し
、
端
数
時
間
に
一 

時
間
に
満
た
な
い
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ 

を
一
時
間
と
し
て
計
算
す
る
。
）
を
加
算
し
た 

額 

定
期
料
金 

広
島
空
港

県
営
第
二 

一
月
に
つ
き 

一
台
当
た
り 

五
、
〇
〇
〇
円 

 

駐
車
場 

一
年
に
つ
き 

一
台
当
た
り 

五
〇
、
〇
〇
〇
円 

回
数
券 

広
島
空
港

県
営
第
一 

三
、
三
〇
〇
円

券 

三
、
〇
〇
〇
円 

 

駐
車
場 

一
〇
〇
円
券 

一
、
〇
〇
〇
円 

 

広
島
空
港 

一
一
枚
つ
づ
り

 

県
営
第
二 

一
五
〇
円
券 

一
、
五
〇
〇
円 



 

駐
車
場 

一
一
枚
つ
づ
り

 
 

七
〇
〇
円
券 

一
一
枚
つ
づ
り

七
、
〇
〇
〇
円 

 
 

八
〇
〇
円
券 

一
一
枚
つ
づ
り

八
、
〇
〇
〇
円 

 

備
考 

定
期
駐
車
券
に
よ
る
駐
車
場
利
用
者
は
、
広
島
空
港
県
営
第
二
駐
車
場
に
空
き
が
な
く
、
か
つ
、

広
島
空
港
県
営
第
一
駐
車
場
に
空
き
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
定
期
駐
車
券
に
よ
り
広
島
空
港
県
営

第
一
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
八
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
広
島
空
港
県
営
第
一
駐
車
場
又
は
広
島
空
港
県
営
第
二
駐
車
場
に
車
両

を
入
庫
さ
せ
、
か
つ
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
出
庫
さ
せ
る
場
合
の
こ
れ
ら
の
駐
車
場
の
普
通

料
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
広
島
空
港
県
営
駐
車
場
設
置
及
び
管
理
条
例
（

以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
別
表
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

３ 

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
広
島
空
港
県
営
駐
車
場
設
置
及
び
管
理
条
例
の
規
定
に
よ
っ
て
発
行
さ

れ
た
回
数
券
の
う
ち
次
表
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
新
条
例
の
規
定
に

よ
っ
て
発
行
さ
れ
た
回
数
券
と
み
な
す
。 

一
時
間
券
（
広
島
空
港
県
営
第
一
駐
車
場
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

一
五
〇
円
券 

一
時
間
券
（
広
島
空
港
県
営
第
二
駐
車
場
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

一
〇
〇
円
券 

一
日
券 

八
〇
〇
円
券 

  


